
 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 ９ 

登 録 日 平成２０年 9 月１日 

名 称 医療法人 猪鹿倉会 パールランド病院 

代表者職名・氏名 理事長 猪鹿倉 秀武 

所 在 地 〒８９１－１２０５ 

鹿児島市犬迫町２２５３番地 

電 話 ０９９－２３８－０３０１ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.pearlland.or.jp 

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 認知症及び高齢者の専門病院として，地域に根差した医療を行っています。 

また，鹿児島県指定認知症疾患医療センターとして，認知症の鑑別診断やご家

族の支援，地域との連携等にも取り組んでいます。 

行 動 計 画 期 間 令和６年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標 1）計画期間内に育児休業の取得率を次の水準とする。 

   女性職員 … 95％以上 

男性職員 … 20％以上(育児のための休暇等の制度利用者を含む。) 

〈対策〉令和６年４月～ 

・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保に関する制度や相談窓口，両立支

援制度等について周知を図る。 

・希望する労働者に対し両立支援制度の内容や休業中の待遇給付金等について

個別に説明し，制度の利用促進を図る。 

・育児休業からの復帰前に個別に面談を実施し，労働者のニーズに合った職場

復帰を支援する。 

目標２）有給休暇の平均取得日数を１１日以上とする。 

〈対策〉令和６年４月～ 

・各部署の所属長に対し定期的に休暇の取得状況についての情報を提供する。 

・取得率の低い部署については，計画的な休暇の取得促進を図る 

目標３）不妊治療を受ける労働者に配慮した措置を検討する。 

〈対策〉令和６年４月～ 

・不妊治療を受ける労働者のニーズを把握する。 

・仕事と不妊治療を両立しやすい柔軟な働き方を検討する。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■施設内保育所を設置しています。24 時間保育も実施しています。 

■育児休業は令和５年度は４名、短時間勤務は５名が利用しています。 

■社内掲示板に育児休業などの両立支援制度や給付金等について掲載し，定期

的に労働者や管理職を対象とした研修会を実施しています。 

■妊相談窓口を設け、妊娠中や職場復帰後の労働者と個別に面談を行い、労働

者の希望に応じた働き方や休み方について相談に対応しています。 

https://www.pearlland.or.jp/

